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償却資産（固定資産税）申告について 

会社などの法人や個人で工場や商店を経営している、駐車場やアパートの賃貸経営をしているなど、

事業をしている人が事業に用いる土地・建物以外の資産を「償却資産」といい、収益の有無にかかわら

ず固定資産税の課税対象となります。 

事業用資産の所有者は地方税法第３８３条の規定により、毎年１月１日現在の所有状況を申告する

義務があります。 

 

■申告の必要な方 

（１）伊賀市内で工場や卸・小売店、飲食・サービス店などを経営していたり、駐車場やアパートの賃

貸経営、太陽光発電事業をしている方で、毎年１月１日現在、伊賀市内に事業用の償却資産を所

有している法人または個人の方。 

（２）貸付業（リース業）を営まれている方で、毎年１月１日現在、伊賀市内に償却資産を貸し付けてい

る法人または個人の方。 

 

■償却資産の種類と具体例 

表示している資産はごく一部ですので、表にないものはこれらの資産を参考に判断してください。 

資産の種類 主な償却資産の例示 

1 構築物 
フェンス、舗装路面、看板、その他土地に定着する設備や外構、受変電

設備、建築設備等 

2 機械及び装置 
モーター等の電気機械、工作機械、太陽光発電設備、その他各種製造

設備等の機械及び装置 

3 船  舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等 

4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 

5 車両及び運搬具 
大型特殊自動車、構内運搬車、フォークリフト等 

※自動車税・軽自動車税の対象となるものは申告の対象外です 

6 
工具、器具及び 

備品 

測定工具、検査器具、切削工具、電圧計、動力計、机、椅子、応接セッ

ト、陳列ケース、複写機、パソコン、プリンタ、冷暖房機器、厨房用品、電

話設備、金型、防犯カメラ等 

 ※鉱業権、特許権やソフトウェア等の無形の償却資産は申告の対象外です。 
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■ご注意ください 

※ 正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法３８６条および伊賀市市税条例第７５条

の規定により、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法３８５

条の規定により、罰金等を科されることがあります。 

 

■申告書類 

必要に応じて下記の書類を提出してください。 

（１）「償却資産申告書（償却資産課税台帳）」 

（２）「種類別明細書（増加資産・全資産用）」    

  申告書については、伊賀市ホームページからもダウンロードできます。 

https://www.city.iga.lg.jp/0000004890.html  

 

■下記の場合はご連絡ください 

  （１）太陽光発電装置等の設備やアパート・店舗等をすでに売却した場合。 

  （２）機械や設備は所有しておらず、土地や家屋のみを貸し出している場合。 

    ※機械や設備を所有していた期間や売却時期、売却先や貸出先を下記までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■申告の誤り、修正申告について 

固定資産税の申告誤りが発覚した場合、修正申告書を提出していただく必要があります。 

申告誤りの発生が過年度であった場合、過年度分（最大５年度分）の修正申告が必要です。ま

た課税修正についても５年度分に遡り行います。（地方税法第１７条の５） 

申告誤りが発覚したうえで修正申告書の提出が行われない場合、推計課税を行うことがあります。 

申告いただけない場合は、国税資料等をもとに課税させていただく場合があります。 

また、悪質な虚偽の申告や不申告の場合、地方税法第３８５条、同法第３８６条により罰則等を適用

されることがあります。虚偽の申告や故意の不申告が過年度にわたって行われていた場合、地方税

法第１７条の５第７項に基づき最大７年間の遡及修正を行うとともに、同法第３６８条に基づき不足税

額分について、延滞加算金が加わることがあります。 

 

 

〒518-8501 三重県伊賀市四十九町 3184 番地 

      伊賀市役所 課税課 資産税係 償却資産担当 

           電話 0595-22-9614（直通） 

※インターネットによる電子申告（ ）でも受付けております。 

申告書の提出先・問い合わせ先 
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十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円

※ ※

十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円

**

三重県伊賀市四十九町3184

　４、 廃業 ・ 休業 ・ 転出等　（令和　　　　年　　　　月　　　　日）

4 航 空 機 　５、 その他

5
車 両 及 び

運 搬 具
　前年度までの申告漏れ資産の申告あり。

18　備　　考　（添付書類等）

1 構 築 物 　  該当するものに○をつけてください。

2
機 械 及 び

装 置
　１、 増減あり　　　　２、増減なし　　　　３、該当資産なし

①

7 税 理 士 等 の 氏 名

資産の種類

6
工 具 、 器 具

及 び 備 品

7 合 計

4 航 空 機
16　借 用 資 産

　　　（有　・　無）5
車 両 及 び

運 搬 具

6
工 具 、 器 具

及 び 備 品

17　事業所用家屋の所有者区分 自己所有　　・　　借家

7 合 計

0

所

有

者

1
（ふりがな）

法人にあっ

てはその名

称及び代表

者の氏名

2

3 船 舶

1 構 築 物

（ふりがな）

（

2
機 械 及 び

装 置

③
3 船 舶

資産の種類
取　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額

15 市 (区 )町村内

における事業所

等資産の所在地8 0 0 0 0 0 01

0

有　　・　　無

有　　・　　無

# 青 色 申 告 有　　・　　無

# 特別償却又は圧縮記帳 有　　・　　無

# 税務会計上の償却方法 定率法　・　定額法

非課税該当資産 有　　・　　無

課税標準の特例 有　　・　　無

発電事業

12
昭和30年　4月

（電話 0959-99-1111

氏名

個 人 番 号 又

は 法 人 番 号

）
#

#
)

総務課 申告 次郎6 こ の 申 告 に 応 答 す

る 者 の 係 及 び 氏 名
（電話

（電話 ）0595-22-9614

0959-22-9614株式会社 伊賀市役所 代表取締役 伊賀 太郎

0 0 0

住所 9 増加償却の届出

4
事 業 種 目

（ 資 本 金 等 の 額 ）

又は納税通

知書送達先

8 短縮耐用年数の承認
3

(
百万円

第

二

十

六

号

様

式

（
提

出

用

）

令和　**　年　**　月　**　日 令和 年度 ※ 所 有 者 コ ー ド

伊 賀 市 長 償 却 資 産 申 告 書 （償却資産課税台帳） 8 0 0 0 0
（あて先）

- 8 0 0 00 0

（屋号 ）
税理士法人 伊賀上野

事 業 開 始 年 月

②
0

0

伊賀市上野丸之内116

伊賀市四十九町3184
0

0

0

1 8 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

2 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

2 2 0 0 0 0 0 0

0

3 8 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0

0

0

04 0 0

  貸主の名称等

第一伊賀リース株式会社

（イ） （ロ） （ハ） （ニ）前年前に取得したもの 前年中に減少したもの 前年中に取得したもの 計（（イ）－（ロ）＋（ハ））

（ホ） （ヘ） （ト）課 　税 　標　 準　 額決　　定　　価　　格評　　　価　　　額

0 0 0 0

0

受付印

2

1 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20 21 22

23 24 25
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  申告書の記入例   

伊賀市に申告すべき資産が無い場合は、備考欄の「⒊該当資産なし」に〇印と理由を記載してください。 

太陽光発電施設などがある所有地が貸地である場合や既に譲渡済みの場合はその旨を記載してください。 

 



 

 

        欄 記載の仕方 

① 住   所  本社所在地または固定資産税の納税通知書の送付先の住所をご記入ください。 

② 氏   名  法人の場合はその名称と代表者名を記載してください。また、屋号があれば記載してください。 

③ 個人番号又は法人番号  個人番号又は法人番号を記載してください。 

④ 事業種目  事業の種目を具体的に記載してください。 

⑤ 事業開始年月  個人の場合は事業を開始した年月、法人の場合は当該法人の設立年月を記載してください。 

⑥ この申告に応答する者  この申告内容について応答される方の係名、氏名および電話番号を記載してください。 

⑦ 税理士等の氏名  経理を委託している場合、税理士等の氏名および電話番号を記載してください。 

⑧ ～ ⑭  該当する方を○で囲んでください。 

⑮ 事業所等資産の所在地 
 伊賀市内における事業所等資産の所在地を記載してください。 

 太陽光発電施設については設置された場所を必ず記載してください。 

⑯ 借用資産  借用資産（リース資産）の有無について該当する方を○で囲み、“有”の場合は貸主の名称等を記載してください。 

⑰ 事業所用家屋の所有区分  事業所用家屋の所有区分について該当する方を○で囲んでください。 

⑱ 備   考 

 資産の状況について、該当するものを○で囲んでください。 

 また、次のような事項を記載してください。 

（１）住民登録地、または法人登記所在地以外の場所へ納税通知書や申告書の送付を希望する場合の住所とその理由。 

（２）住所、氏名に変更がある場合のその理由。 

（３）増加償却の届出書の写し、課税標準の特例に該当する資産の届出書、その他添付した書類の名称。 

⑲ 前年前に取得したもの （イ）  前年度までに一品申告がある方は、申告した時の「取得価額計欄(二）」の数値が、資産の種類別に印字されています。 

⑳ 前年中に減少したもの （ロ）  前年中に減少した資産の取得価額の合計額を、資産の種類別に記載してください。 

○21  前年中に取得したもの （ハ） 
 前年中に取得した資産の取得価額の合計額を、資産の種類別に記載してください。 

 なお、初めて申告する方は、全資産の取得価額の合計額を、資産の種類別に記載してください。 

○22  計（（イ）-（ロ）+（ハ））  （ニ）  （イ）-（ロ）+（ハ）によって算出した取得価額の合計額を資産の種類別に記載してください。 

○23 ～○25  
 一品申告の方は記載の必要はありません。自社の電算処理による電算申告（全資産申告）をされる場合は記載してください。 

 なお、平成 20 年度税制改正で理論帳簿額を記載する欄は削除されました。 

 



 

 

※

注意：「増加事由」の欄は、１新品取得、２中古品取得、３移動による受入れ、４その他　のいずれかに○印を付けてください。
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４.   種類別明細書（増加資産・全資産用）の記入例   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 記載時の注意事項等 （すべての申告方法で共通） 

 １．毎年１月１日時点で所有している資産が課税対象です。事業年度での申告は認められません。 

 ２．短縮耐用年数、増加償却の適用、課税標準の特例の場合、別途確認書類の提出が必要です。 

 ３．耐用年数の変更などの変更事項等があれば申告書の 18「備考欄」にその旨を記載してください。 

 ４．一品申告の場合は償却資産申告書の（ホ）～（ト）の欄は空欄としてください。

欄 記載の仕方 欄 記載の仕方

①　※所有者コード
　申告書の所有者コード欄に標記されている番号を記載してくだ
さい。

②　枚　　　数
「種類別明細書（増加資産・全資産用）」が複数ある場

合は、ページ数を記載してください。

③　資産の種類
1.構築物 2.機械及び装置 3.船舶 4.航空機 5.車両及び

運搬具　6.工具、器具及び備品　の区分で記載してください。
④　資産コード 　記載の必要はありません。

⑤　資産の名称等 　資産の名称等を20字以内で記載してください。 ⑥　数　　　量 　取得した資産の数量を記載してください。

⑦　取得年月
　　 （年号、年、月）

⑧　取得価額（イ）

⑨～⑪　耐用年数

⑫～⑯

⑰　増加事由

⑱　摘　　　要

　非課税や課税標準の特例該当資産、増加償却資産、省令の改正により耐用年数を変更する資産、前年度までの申告漏れ資産について
は、それぞれその旨を記載してください。
　課税標準の特例に該当する場合は、該当する特例の条文の名称を記載し別途確認書類の提出してください。

　資産の取得年月または事業の用に供した年月を記載してください。
　年号は、令和の場合は「５」を、平成の場合は「４」を、昭和の場合は「３」を記載してください。

　当該資産の取得価額（荷役費、運送費、据付費、関税等を含む）を記載してください。
　取得価額の算出方法は、所得税法または法人税法の取り扱いと同じです。
　圧縮記帳は認められておりませんので、圧縮相当額を含めた実際の取得価額を記載してください。

　減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第１から第６まで（別表第３，４は除く）に掲げる耐用年数を記載してください。
　中古資産について見積耐用年数によっている場合はその耐用年数を、国税局長の承認を得て短縮耐用年数によっている場合はその耐
用年数を記載してください。
　※税制改正等で耐用年数の修正がある場合は、⑩の欄に修正年度を、⑪の欄に修正後の耐用年数を記載してください。

　一品申告をする場合は、記載の必要はありません。

　資産が増加したことについて、該当する増加事由の番号（欄外参照）を○で囲んでください。



 

 


